
地区別の状況及び
今後の公共施設マネジメントの方向性
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地区別の状況（施設分類別）①
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●集会施設(地区会館・集会所)

地区
地区面積

(市街化区域)

人口
(R7.3末)

施設数
(耐用年数超過数)

延床面積
(㎡)

維持管理費
(千円)

利用者数
（年間）

東部 538.2 15,684 17(12) 4,973 41,285 45,022

西の里 126.3 6,498 6(3) 1,667 17,989 27,309

大曲 498.9 16,390 15(9) 6,202 63,979 67,023

西部 159.7 3,777 9(9) 1,299 14,080 4,984

北広島団地 441.9 14,191 8(7) 8,116 50,680 83,549

集会施設は「地区会館」と町内会で維持管理を行っている「集会所」で構

成されており、どの地区も利用者の多くは「地区会館」を使用している状況

です。また、集会所の多くは木造であり、大半は耐用年数を超過しています。

なお近年、町内会から返還されている施設が増加傾向となっています。

年間利用者数のうち地区会館の利用割合は以下のとおりです。

東部地区：80.4％、西の里地区：56.4％、大曲地区：76.2％

西部地区：74.8％、北広島団地地区：82.4％



地区別の状況（施設分類別）②
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●スポーツ・レクリエーション施設(体育館・プール・キャンプ場)

東部地区については総合体育館があるため、維持管理費及び利用者数が多

くなっています。利用者数の内訳の大半は体育館の利用であり、プールにつ

いては、学校授業で利用の約５０％程度を占めており、一般利用者の割合は

スポーツ・レクリエーション施設全体の約１％程度となっています。

また、これからの１０年間で耐用年数を迎える施設が多くあり、大規模改

修等の検討を行わなくてはならない状況です。

地区
地区面積

(市街化区域)

人口
(R7.3末)

施設数
(耐用年数超過数)

延床面積
(㎡)

維持管理費
(千円)

利用者数
（年間）

東部 538.2 15,684 2(0) 5,602 223,151 192,685

西の里 126.3 6,498 3(2) 1,219 25,711 25,452

大曲 498.9 16,390 2(2) 959 10,479 17,340

西部 159.7 3,777 3(2) 1,056 13,330 11,772

北広島団地 441.9 14,191 2(1) 397 7,341 843



地区別の状況（施設分類別）③
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●教育施設(小中学校 ※学校併設の体育館含む)

地区
地区面積

(市街化区域)

人口
(R7.3末)

施設数
(耐用年数超過数)

延床面積
(㎡)

維持管理費
(千円)

児童生徒数

東部 538.2 15,684 6(4) 17,770 65,859 2,210

西の里 126.3 6,498 4(3) 10,804 45,898 1,122

大曲 498.9 16,390 6(1) 19,784 68,693 2,798

西部 159.7 3,777 4(1) 10,706 44,758 694

北広島団地 441.9 14,191 8(7) 23,180 71,617 1,622

全体の約６割は耐用年数を超過している状況であり、これからの１０年間

でさらに４施設で耐用年数を超過することとなります。

教育施設の大規模改修については、施設規模が大きいため、児童生徒数の

推移等も考慮した上で、慎重な検討が必要となります。なお、教育施設は

「学校施設長寿命化計画」にて維持管理の方針が定められています。

そういった状況の中、西部小中学校については、令和１１年の開校を目指

し、小中一貫の義務教育学校化の構想が進められています。



地区別の状況（施設分類別）④
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●子育て支援施設（保育園・学童クラブ・児童センター）

保育園については、若年層の転入者が増加傾向と見込まれることから、園

児数は増加していくと推計されています。現在公立の保育園は３園あります

が、すべての園で耐用年数を超過しており、老朽化が進行していることから、

次期計画期間内で対策を検討しなくてはなりません。

学童クラブ・児童センターは保育園と比べると老朽化の進行度合いは低く

なっておりますが、修繕箇所は多くなっていくと考えられます。

地区
地区面積

(市街化区域)

人口
(R7.3末)

施設数
(耐用年数超過数)

延床面積
(㎡)

維持管理費
(千円)

園児数

東部 538.2 15,684 2(1) 1,112 117,470 207

西の里 126.3 6,498 0(0) 0 0 0

大曲 498.9 16,390 1(1) 325 21,974 99

西部 159.7 3,777 2(1) 748 67,470 6,511

北広島団地 441.9 14,191 2(2) 1,493 169,569 164



地区別の状況（施設分類別）⑤
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●公営住宅

地区
地区面積

(市街化区域)

人口
(R7.3末)

施設数
(耐用年数超過数)

延床面積
(㎡)

維持管理費
(千円)

入居世帯数

東部 538.2 15,684 9(0) 19,584 0 216

西の里 126.3 6,498 7(0) 6,538 0 72

大曲 498.9 16,390 0(0) 0 0 0

西部 159.7 3,777 1(0) 2,664 0 26

北広島団地 441.9 14,191 0(0) 0 0 0

公営住宅は「公営住宅長寿命化計画」にて維持管理の方針が定められてい

ます。公営住宅は一定程度の需要はあることから、基本的には長寿命化を図

りながら、すべての施設を維持管理していく方向としています。

しかし、老朽化が他の施設よりも進行している西の里北の公営住宅につい

ては更新せず、将来的には廃止するとの方向性が示されているところです。
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財政運営指針

11

●財政運営指針とは

北広島市では、客観的に市の財政状況を評価することができる健全化判断

比率などの各種財政指標を基準としながら、基金の確保や投資的経費の抑制

目標などを定めた「北広島市財政運営指針」を策定し、この指針に基づく予

算編成・予算執行を通して限られた財源を効果的かつ効率的に配分し、もっ

て市民が安心して暮らし続けられるまちづくりを進めています。 

社会保障関連経費などの義務的経費や、人件費・労務単価の上昇傾向、公

共施設やインフラ施設の老朽化対応など、今後も本市の財政運営は大変厳し

い状況となることが想定されておりますことから、市行政を取り巻く様々な

課題に対し、限られた財源を効果的かつ効率的に配分し、もって市民が安心

して暮らし続けられるまちづくりを今後も進めていくため、本指針を指標と

して健全な財政運営に努めていきます。



財政運営指針（歳入）
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●歳入

歳入において根幹をなす市税は、景気・経済の動向や固定資産税の評価替

え、税制改正等により変動します。全体的な傾向としては、ゆるやかな景気

の回復などにより増収傾向にあり、令和５年度決算では過去最大の収入額と

なったところです。今後は人口の減少が見込まれますが、個人市民税は横ば

い、法人市民税及び固定資産税は駅西口周辺の再開発や新駅周辺整備等によ

り税収増が見込まれ、市税全体としては、増加傾向で推移すると考えられま

す。

一般財源総額は、市税や地方交付税等の増のほか、税率改定に伴う地方消

費税交付金の増の影響などにより、年々増加傾向となっています。

なお、その他の一般財源については、ふるさと納税制度に伴う寄附金や、

土地売払収入の影響などにより増減しています。



財政運営指針（歳出）
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●歳出

義務的経費である人件費や扶助費、公債費（市債償還）は増加傾向となっ

ています。職員給与などの人件費については、民間企業での賃上げを反映し

た給与の増や、会計年度任用職員制度の導入による影響などにより増加傾向

にあります。また、社会保障関係費である扶助費については、年度により増

減はありますが、高齢化などの影響により全般的には増加傾向にあります。

公債費については、平成２９年度に完成した新庁舎に係る市債の借入れや、

ボールパーク構想の推進に伴うインフラ整備の実施などの影響により増加し

ています。 

その他の経費については、労務単価の増や物価高の影響などにより、公

共施設の維持管理などの経常的な経費が増加しており、全般的に増加傾向に

あります。

歳出規模については、今後少子高齢化の進展による社会保障費の増加傾向

が続くと想定されることから、増加傾向が続くもとの考えられます。



財政運営指針（建設事業費）
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●建設事業費の推移

過去１０年間の建設事業費の推移は約２８億円～６０億円となっており、

新庁舎の建設や、ごみ処理広域化に伴う可燃ごみ中継施設の建設、土木事務

所の移転整備、給食センターの老朽化に伴う防災食育センター整備など、新

たな施設の整備や老朽化した施設の建替などの大型の建設事業を実施してき

ているほか、平成３０年度以降は、ボールパーク構想と連携したまちづくり

のための道路などのインフラ整備などを実施しています。 



財政運営指針（市債）
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●市債の見通しと目標

老朽化した公共施設の大規模改修や建て替え、道路や公園といったインフ

ラの整備などの建設事業の財源として、市債の借入れを行うこととなります。

 ＪＲ新駅やその周辺施設等の整備を行う交通結節点形成事業などの影響

により、令和８年度が地方債現在高のピークとなることが想定され、元利償

還金は令和１１年度まで増加していくことが見込まれております。

地方債現在高の増加は、公債費を増加させ、住民福祉サービスの実施に影

響を及ぼすこととなりかねませんが、公共施設等は、数十年にわたって使用

されることにより、将来世帯も恩恵を受けることから、「世代間負担の公

平」を図るという役割も市債にはあります。

本市の財政規模に見合った市債残高・公債費を維持し、建設事業の実施時

期の平準化等を図ることにより市債借入額がいたずらに増加することがない

よう努める必要があることから、市債借入額は「５年間で１００億円以内」

の目標を定めています。



財政運営指針（市債）
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残高のピーク

償還のピーク
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●先進自治体の公共施設マネジメントの特徴（自治体規模別）

① 財源確保重視のマネジメント（資産価値の高い都心部で効果的）

資産の有効活用や受益者負担の適正化などにより数十億円規模の財源確

保を実施

② 建替時に施設を集約するマネジメント（財政力のある都市部が採用）

建替時の規模要件を定め、総量縮小や複合化を促し、施設の集約化を実施

③ 再編と長寿命化の組合せによるマネジメント

（財政力があり、長寿命化の費用を想定できる自治体が採用）

廃止する施設を定めた上で、継続する施設の大規模改修工事を行い、再

編と長寿命化を同時に推進

④ 再編重視のマネジメント（人口規模の小さい自治体が採用）

施設評価等により個別施設の存廃等を定め、統廃合や地域等への譲渡を

行う。

先進自治体の取組事例

規模大

規模小
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先進自治体の取組事例

大都市又はその近郊 地方中都市 地方小都市

・民間資金活用や施設の再整備に重きを置

いた取組が効果的

・再編及び長寿命化の双方に重きをおいた

取組が展開

・縮減目標を大きく設定し、再編に重きを

置いた取組が展開

・資産価値が高く、財源確保を行いやす

い。また、民間資金を活用した再整備を行

いやすい。

・資産価値が高い地域は限定的。PPP/PFI

は事例の多い用途では展開されるが、財源

不足の抜本的な解消までは至りにくい

・財源確保は難しく、一様に建替や大規模

改修等の計画を立てることが難しい

・財政力が比較的高く、建替を前提とした

集約・複合化による再整備が可能

・市町村面積が大きい自治体ほど、数多く

の再編を実施

・市町村面積が大きい傾向。利用度は低い

が必要性の高い施設が多く、地域への譲渡

を数多く定め、できる限り機能継続しなが

ら負担軽減

・施設評価は必ずしも必要ではなく、再整

備する際に近隣施設の複合化により総量縮

減可能

・施設評価により存廃を検討した上で、継

続施設に機能移転しながら、大規模改修や

修繕を実施(2軸で類型化する手法が普及)

・施設評価は簡易に行うことを重視し、定

量的指標や定性的な観点を確認し、施設毎

に施設の方向性を議論することが効果的

・市民参加はパブリックインボルブメント

など、モデル事業の整備内容を検討する建

設的な議論が適する

・市民参加は住民説明会のほか、必要であ

れば住民同士の議論による方向性の検討も

活用するなど工夫し、合意形成を図ること

が効果的

・市民参加は住民説明会等により行政から

住民に計画の説明を重ね、合意形成が図ら

れている

・市域面積の小さい自治体では、モデル事

業をいくつかの地区で積み重ねていくこと

も効果的

・地域譲渡は主要な取組。譲渡のルールを

作り(価格や修繕有無、改修の補助制度等)

も効果的
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●大分県豊後大野市（人口約３２，０００人）

「公共施設の見直しに関する方針」を策定し、段階的に公共施設の見直し

を実施。第１弾は市民に影響が少ない施設、第２弾で市民に大きく影響を及

ぼす施設、第３弾としてすべての施設の見直し案を公表しています。

施設分類毎の課題を分析し、その課題への対応方法をすべての施設におい

て定めており、その中で存続と廃止に仕分けし、それぞれ実行スケジュール

を作成しています。

→結果として１０年間で△２４，０００㎡、約３０％の延床面積を削減。

●北海道小清水町（人口約４，３００人）

総合管理計画にて施設分類別の統廃合方針を定めており、基本的には中核

的役割を担う施設への集約配置を進めるといった内容となっています。

→６年間で△２，０００㎡、約１０％の延床面積削を削減。

先進自治体の取組事例



１．地区別の状況（人口推計）

２．地区別の状況（施設分類別）

３．財政運営指針

４．先進自治体の取組事例

５．次期計画の方向性
21



次期計画の方向性

・公共施設マネジメントにおける今後の方向性（案）

次期計画では、施設の分野別方針について、総合管理計画内である程度具

体的に明記したいと考えています。総合管理計画を見ると基本的事項はおさ

えられるような内容とする予定です。施設毎の詳細な方針を定めるのが個別

施設計画といった体系とし、個別施設計画は現在作成している公共施設カル

テと統合し、「劣化状況」、「コスト」、「利用状況」を見える化すること

で、定量的観点から施設毎に点数を付けます（第１次評価）。点数により

「存続」又は「改善」といった分類を行い、第１次評価で「改善」に分類さ

れた施設については、施設所管課にて今後の方向性を検討し、総合的観点か

ら必要性についての議論を行います（第２次評価）。

第２次評価で整理が必要と判断された施設については、具体的な方針を作

成していく内容といった仕組みづくりを考えています。
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次期計画の方向性
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公共施設等総合管理計画（全体像の把握）

基本方針・目標

人口推計・財政状況

施設保有量

施設分類別
有形固定資産減価償却率

施設分類別の主な施設の状況

①市民文化系施設

■集会施設

施設名称 建築年度 延床面積 利用者数 維持管理費

〇〇会館

△△センター

××集会所

～

■文化施設

施設名称 建築年度 延床面積 利用者数 維持管理費

〇〇ホール

～

公共施設の管理に関する方針

①市民文化系施設

■集会施設

 ・現状と課題

　〇〇〇〇

 ・取組方針

　□□□□

■集会施設

 ・現状と課題

　〇〇〇〇

 ・取組方針

　□□□□

単純更新費用と方針反映後費用の比較

新たに総合管理計画に記載



次期計画の方向性
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公共施設等個別施設計画（施設毎の方針）

⇒

この情報を軸に定量
評価を実施



次期計画の方向性

・ＰＣＤＡサイクルの推進

計画がどの程度実行されているか、達成度合い（進捗状況）を毎年度評価

する仕組みを作り、現状分析を行うこととします。

計画の進捗状況を確認し、見えた課題等は随時計画に反映させることで、

実態に即した内容となると考えています。

また、進捗状況については市民に見える形で毎年度公表し、透明性の高い

計画となるように努めます。

常時、Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）を

意識することにより、計画を継続的に改善していきます。

なお、個々の施設の計画の推進は、施設所管課、全体の進捗管理は契約管

財課で行い、取組内容を評価していくこととします。
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